
－ １ －

現
在
、
農
業
委
員
会
で
取
り
扱
っ
て

い
る
手
続
き
に
つ
い
て
ご
案
内
い
た
し

ま
す
。

１
、農
地
法
に
関
す
る
各
種
手
続
き

①
農
地
法
第
３
条
の
３
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
届
出

　
　
「
相
続
」等
で
、
農
地
を
取
得
し
た

場
合
に
必
要
に
な
る
届
出
で
す
。

②
農
地
法
第
４
条
第
１
項
第
７
号
の
規

定
に
よ
る
届
出

　
　
農
地
の
所
有
者
が
、
自
身
で
所
有

を
し
た
ま
ま
農
地
転
用
を
行
う
場
合

に
必
要
に
な
る
届
出
で
す
。

③
農
地
法
第
５
条
第
１
項
第
６
号
の
規

定
に
よ
る
届
出

　
　
「
所
有
権
の
移
転
」等
を
伴
っ
た
農

地
転
用
を
行
う
場
合
に
必
要
に
な
る

届
出
で
す
。

◎
必
要
な
書
類
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

農
業
委
員
会
事
務
局
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
い
た
だ
く
か
、
市
の
Ｈ
Ｐ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

２
．相
続
税
の
納
税
猶
予
と
生
産
緑
地

に
関
す
る
各
種
手
続
き

農
業
委
員
会
で
発
行
す
る
書
類
が

「
添
付
書
類
」と
し
て
必
要
に
な
る
手
続

き
に
つ
い
て
、ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

①
相
続
税
の
納
税
猶
予
に
関
す
る
適
格

者
証
明
及
び
引
き
続
き
農
業
経
営
を

行
っ
て
い
る
旨
の
証
明

平
成
29
年
１
月
、
農
業
委
員
会
法
改

正
後
初
め
て
の
西
東
京
市
農
業
委
員
会

の
改
選
が
行
わ
れ
、
前
期
に
引
き
続
い

て
会
長
職
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
。

会
長
職
は
今
期
で
３
期
目
と
な
り
ま

す
が
、過
去
２
期
６
年
の
間
に
、会
長
職

と
し
て
法
律
的
知
識
も
必
要
と
考
え
、

慶
應
大
学
法
学
部
を
卒
業
し
ま
し
た
。

特
に
在
学
中
、
都
市
農
業
に
関
す
る
テ

ー
マ
で
５
万
字
の
卒
業
論
文
を
執
筆
し

ま
し
た
。こ
の
論
文
作
成
で
得
た
知
識

を
今
期
の
農
業
委
員
会
活
動
に
活
か
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

現
在
、都
市
農
業
は
、生
産
緑
地
法
等

の
改
正
、
地
域
社
会
に
お
け
る
営
農
環

境
の
変
化
等
、
変
革
の
時
期
を
迎
え
て

い
ま
す
。こ
う
し
た
状
況
の
中
、農
家
の

皆
様
に
、
農
地
の
適
正
な
る
肥
培
管
理

を
お
願
い
す
る
と
と
も
に
、
地
域
社
会

の
中
で
少
数
派
と
な
っ
た
農
家
の
立
場

を
で
き
る
だ
け
尊
重
す
る
と
い
う
姿
勢

で
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
期
の
農
業
委
員
会
に
対
し
ま
し
て

も
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

西
東
京
市

農
業
委
員
会 

会
長

　
　 

村
田
　
秀
夫

上段左から、本橋　茂夫（編集）、下田　武志（編集）、岩﨑　秀夫（農地）、内田　富行（運営）、冨岡　誠一（運営）、
蓮見　一夫（農地部会長）、青木　隆夫（編集）、𡈽方　和雄（農地）、中野　芳雄（編集）、野口　勝之（運営）、土方　孝一郎（農地）、
下段左から、櫻井　正行（運営）、大谷　孝良（編集部会長）、鵜野　美代子（農地）、後藤　光藏（農地）、村田　秀夫（会長）、
保谷　隆司（会長職務代理）、下田　秀機（運営部会長）、　見　直行（編集）

○運営部会：農業委員会活動、表彰、視察、研修会等について担当しています。
○農地部会：農地利用状況調査（農地パトロール）、肥培管理に関する情報集約、農地管理基準の運用管理、
　納税猶予適用農地の取扱いに関する状況把握について担当しています。
○編集部会：「農業委員会だより」の編集、地域の農業経営に関する情報発信、農業者や消費者の意見、
　農業に関する事業などの紹介、農業振興計画に基づく情報提供などについて担当しています。

（　）＝部会
 ※ 敬称略

　
　
「
相
続
税
の
納
税
猶
予
に
関
す
る

適
格
者
証
明
」は
、農
地
等
を
相
続
又

は
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
方
が
、
相

続
税
の
納
税
猶
予
の
特
例
の
適
用
を

受
け
る
場
合
に
必
要
と
な
る
証
明
で

す
。

　
　
次
に
、「
引
き
続
き
農
業
経
営
を
行

っ
て
い
る
旨
の
証
明
」は
、相
続
税
納

税
猶
予
の
特
例
の
適
用
の
継
続
を
行

う
た
め
に
、三
年
に
一
度
、必
要
と
な

る
証
明
で
す（
税
務
署
よ
り
、三
年
に

一
度
、
文
書
に
て
通
知
が
あ
り
ま

す
。）。な
お
、納
税
猶
予
の
特
例
適
用

手
続
き
の
窓
口
は
、
国
税
庁
と
な
り

ま
す
。詳
し
く
は
、西
東
京
市
を
管
轄

す
る
東
村
山
税
務
署
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

②
生
産
緑
地
に
係
る
農
業
の
主
た
る
従

事
者
証
明

　
　
生
産
緑
地
法
第
10
条
の
規
定
に
よ

り
、
市
長
に
対
し
て
生
産
緑
地
の
買

取
り
申
し
出
を
行
う
場
合
に
必
要
と

な
る
証
明
で
す
。な
お
、買
取
り
申
し

出
手
続
き
の
窓
口
は
都
市
整
備
部
都

市
計
画
課
と
な
り
ま
す
。詳
し
く
は

都
市
計
画
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

会
長
あ
い
さ
つ

農業委員の皆さまを紹介します！

農業委員会だより
西東京市の風と緑～
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現
在
、
農
業
委
員
会
で
取
り
扱
っ
て

い
る
手
続
き
に
つ
い
て
ご
案
内
い
た
し

ま
す
。

１
、農
地
法
に
関
す
る
各
種
手
続
き

①
農
地
法
第
３
条
の
３
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
届
出

　
　
「
相
続
」等
で
、
農
地
を
取
得
し
た

場
合
に
必
要
に
な
る
届
出
で
す
。

②
農
地
法
第
４
条
第
１
項
第
７
号
の
規

定
に
よ
る
届
出

　
　
農
地
の
所
有
者
が
、
自
身
で
所
有

を
し
た
ま
ま
農
地
転
用
を
行
う
場
合

に
必
要
に
な
る
届
出
で
す
。

③
農
地
法
第
５
条
第
１
項
第
６
号
の
規

定
に
よ
る
届
出

　
　
「
所
有
権
の
移
転
」等
を
伴
っ
た
農

地
転
用
を
行
う
場
合
に
必
要
に
な
る

届
出
で
す
。

◎
必
要
な
書
類
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

農
業
委
員
会
事
務
局
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
い
た
だ
く
か
、
市
の
Ｈ
Ｐ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

２
．相
続
税
の
納
税
猶
予
と
生
産
緑
地

に
関
す
る
各
種
手
続
き

農
業
委
員
会
で
発
行
す
る
書
類
が

「
添
付
書
類
」と
し
て
必
要
に
な
る
手
続

き
に
つ
い
て
、ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

①
相
続
税
の
納
税
猶
予
に
関
す
る
適
格

者
証
明
及
び
引
き
続
き
農
業
経
営
を

行
っ
て
い
る
旨
の
証
明

－ ２ －

　
「
第
58
回
東
京
都
農
業
委
員
会
・
農

業
者
大
会
」
及
び
「
平
成
28
年
度
北
多

摩
地
区
農
業
委
員
会
連
合
会
優
秀
農
業

経
営
者
表
彰
式
」
に
お
い
て
、
市
内
の

農
業
者
の
皆
さ
ま
が
表
彰
を
受
け
ら
れ

ま
し
た
。
受
賞
さ
れ
た
方
々
を
ご
紹
介

し
ま
す
。

　
第
56
回
企
業
的
農
業
経
営
顕
彰

東
京
都
農
業
会
議
会
長
賞

果
樹
部
門

貫
井　
耕
一
・
陽
子　
様

中
町
五
丁
目

　
「
こ
の
よ
う
な
賞
を
い
た
だ
き
、
心

よ
り
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
今
後
も
梨

と
ぶ
ど
う
の
さ
ら
な
る
品
質
向
上
を
目

指
し
、
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。」

第
36
回
農
業
後
継
者
顕
彰

全
国
農
業
会
議
所
会
長
賞
・
東
京
都
農

業
会
議
会
長
賞　

小
峯　
邦
夫　
様

向
台
町
四
丁
目

　
「
農
業
委
員
の
皆
様
の
ご
推
薦
が
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
の
賞
で
、
誠
に
光
栄
で

あ
り
が
た
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
年
々

植
木
の
流
行
が
変
わ
っ
て
い
く
中
、
そ

れ
に
合
わ
せ
た
生
産
や
物
造
り
を
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。」

第
43
回
農
業
委
員
会
等
功
労
者
表
彰

農
業
功
労
者
感
謝
状

小
林　
和
子　
様

南
町
六
丁
目

　
「
こ
の
よ
う
な
賞
を
い
た
だ
き
本
当

に
光
栄
に
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
賞

に
負
け
な
い
よ
う
、
良
い
小
松
菜
の
生

産
を
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。」

平
成
28
年
度
北
多
摩
地
区
農
業
委
員
会

連
合
会　
優
秀
農
業
経
営
者
表
彰　

髙
橋　
雅
則　
様

芝
久
保
町
二
丁
目

　
「
こ
の
よ
う
な
賞
を
い
た
だ
き
、心
よ

り
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。今
後
は
、植
木

の
生
産
向
上
を
図
っ
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。」

下
田　
直
広　
様

富
士
町
二
丁
目

　
「
こ
の
よ
う
な
賞
を
い
た
だ
き
、誠
に

光
栄
で
す
。今
後
も
、父
に
学
ん
だ
り
、

研
修
等
で
も
勉
強
し
な
が
ら
、ぶ
ど
う

な
ど
の
生
産
に
力
を
入
れ
て
い
き
た
い

で
す
。」

銀
賞

濵
中　
昇
一　
様

東
町
四
丁
目

種
類
名
：ゼ
ラ
ニ
ウ
ム

銅
賞

本
橋　
保
昭　
様

北
町
五
丁
目

種
類
名：
プ
リ
ム
ラ・ポ
リ
ア
ン
サ

　
　
「
相
続
税
の
納
税
猶
予
に
関
す
る

適
格
者
証
明
」は
、農
地
等
を
相
続
又

は
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
方
が
、
相

続
税
の
納
税
猶
予
の
特
例
の
適
用
を

受
け
る
場
合
に
必
要
と
な
る
証
明
で

す
。

　
　
次
に
、「
引
き
続
き
農
業
経
営
を
行

っ
て
い
る
旨
の
証
明
」は
、相
続
税
納

税
猶
予
の
特
例
の
適
用
の
継
続
を
行

う
た
め
に
、三
年
に
一
度
、必
要
と
な

る
証
明
で
す（
税
務
署
よ
り
、三
年
に

一
度
、
文
書
に
て
通
知
が
あ
り
ま

す
。）。な
お
、納
税
猶
予
の
特
例
適
用

手
続
き
の
窓
口
は
、
国
税
庁
と
な
り

ま
す
。詳
し
く
は
、西
東
京
市
を
管
轄

す
る
東
村
山
税
務
署
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

②
生
産
緑
地
に
係
る
農
業
の
主
た
る
従

事
者
証
明

　
　
生
産
緑
地
法
第
10
条
の
規
定
に
よ

り
、
市
長
に
対
し
て
生
産
緑
地
の
買

取
り
申
し
出
を
行
う
場
合
に
必
要
と

な
る
証
明
で
す
。な
お
、買
取
り
申
し

出
手
続
き
の
窓
口
は
都
市
整
備
部
都

市
計
画
課
と
な
り
ま
す
。詳
し
く
は

都
市
計
画
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

第
66
回

関
東
東
海
花
の
展
覧
会

受
賞
者

平
成
28
年
度
東
京
都
農
林
水

産
振
興
財
団
新
規
就
業
奨
励

事
業
奨
励
賞
　
受
賞
者

受
賞
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

各
顕
彰
・
表
彰
受
賞
者



現
在
、
農
業
委
員
会
で
取
り
扱
っ
て

い
る
手
続
き
に
つ
い
て
ご
案
内
い
た
し

ま
す
。

１
、農
地
法
に
関
す
る
各
種
手
続
き

①
農
地
法
第
３
条
の
３
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
届
出

　
　
「
相
続
」等
で
、
農
地
を
取
得
し
た

場
合
に
必
要
に
な
る
届
出
で
す
。

②
農
地
法
第
４
条
第
１
項
第
７
号
の
規

定
に
よ
る
届
出

　
　
農
地
の
所
有
者
が
、
自
身
で
所
有

を
し
た
ま
ま
農
地
転
用
を
行
う
場
合

に
必
要
に
な
る
届
出
で
す
。

③
農
地
法
第
５
条
第
１
項
第
６
号
の
規

定
に
よ
る
届
出

　
　
「
所
有
権
の
移
転
」等
を
伴
っ
た
農

地
転
用
を
行
う
場
合
に
必
要
に
な
る

届
出
で
す
。

◎
必
要
な
書
類
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

農
業
委
員
会
事
務
局
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
い
た
だ
く
か
、
市
の
Ｈ
Ｐ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

２
．相
続
税
の
納
税
猶
予
と
生
産
緑
地

に
関
す
る
各
種
手
続
き

農
業
委
員
会
で
発
行
す
る
書
類
が

「
添
付
書
類
」と
し
て
必
要
に
な
る
手
続

き
に
つ
い
て
、ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

①
相
続
税
の
納
税
猶
予
に
関
す
る
適
格

者
証
明
及
び
引
き
続
き
農
業
経
営
を

行
っ
て
い
る
旨
の
証
明

農
業
体
験
農
園
開
設
に
あ
た
り
、
開

設
に
係
る
費
用
の
一
部
を
市
が
助
成
し

ま
す
。（
補
助
率
は
総
額
の
２
分
の
１
。

上
限
金
額
は
200
万
円
。）

詳
し
く
は
市
H
P
ま
た
は
、
産
業
振

興
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

生
産
緑
地
法
の
一
部
改
正
を
含
む

「
都
市
緑
地
法
等
の
一
部
改
正
」が
、
平

成
29
年
５
月
12
日
に
公
布
さ
れ
ま
し

た
。概
要
に
つ
き
ま
し
て
は
、左
記
の
表

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

市
の
各
種
補
助
事
業
に
つ
い
て
ご
紹

介
し
ま
す
。

１
．安
全
安
心
農
業
推
進
事
業

　
各
種
肥
料
等
資
材
（
堆
肥
・
有

機
質
肥
料
・
フ
ェ
ロ
モ
ン
剤
）
の

購
入
に
係
る
費
用
の
一
部
を
市
が

助
成
し
ま
す
。（
補
助
率
は
そ
れ
ぞ

れ
総
購
入
額
の
２
分
の
１
。上
限

金
額
は
３
万
円
。（
認
定
農
業
者
は

６
万
円
）。ま
た
、
各
資
材
ご
と
に
、

一
世
帯
一
年
間
で
一
度
ず
つ
の
申

請
と
な
り
ま
す
。）

２
．市
産
農
産
物
等
活
用
推
進
事
業

　
市
内
産
農
産
物
の
普
及
と
、
消

費
者
に
都
市
農
業
へ
の
関
心
と
理

解
を
深
め
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
市
内
で
生
産
さ
れ
た
農

産
物
等
を
販
売
す
る
際
に
用
い
る

資
材
（
市
農
産
物
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

め
ぐ
み
ち
ゃ
ん
を
表
示
し
た
も

の
）
の
購
入
に
係
る
費
用
の
一
部

を
市
が
助
成
し
ま
す
。（
補
助
率
は

総
購
入
額
の
３
分
の
２
。上
限
金

額
は
２
万
円
。（
認
定
農
業
者
は
４

万
円
）。ま
た
、
一
世
帯
一
年
間
で

一
度
ま
で
の
申
請
と
な
り
ま
す
。）

３
．認
定
農
業
者
経
営
改
善
支
援
事
業

　
認
定
農
業
者
が
経
営
改
善
計
画

に
定
め
た
事
業
目
標
を
達
成
す
る

た
め
に
必
要
な
農
業
用
機
械(

ト

ラ
ク
タ
ー
、耕
耘
機)

な
ど
の
購
入

に
要
す
る
費
用
及
び
施
設(

ビ
ニ

ー
ル
ハ
ウ
ス
、防
鳥
ネ
ッ
ト)

な
ど

の
整
備
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を

市
が
助
成
し
ま
す
。（
補
助
率
は
総

額
の
２
分
の
１
。上
限
金
額
は
20

万
円
。）

　
詳
し
く
は
市
H
P
ま
た
は
、
産

業
振
興
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

－ ３ －

生産緑地内に設置できる施設の追加

特定生産緑地指定制度の創設

生産緑地指定下限面積の緩和

一団性要件の運用緩和

買取申出の開始時期を10年延長する、特定生産緑地指
定制度を創設。生産緑地指定30年経過前に「特定生産
緑地」に指定すること等が要件となる。

公共事業等による行為制限解除により、要件を満たさ
なくなった生産緑地の解除は、隣接していない近隣の
農地と合わせ一団とみなせるよう改善する。

直売所や農家レストラン等が追加される。
※相続税納税猶予制度は変更なし

条例制定により、300㎡まで引き下げることが可能と
なる。1

2

3

4

　
　
「
相
続
税
の
納
税
猶
予
に
関
す
る

適
格
者
証
明
」は
、農
地
等
を
相
続
又

は
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
方
が
、
相

続
税
の
納
税
猶
予
の
特
例
の
適
用
を

受
け
る
場
合
に
必
要
と
な
る
証
明
で

す
。

　
　
次
に
、「
引
き
続
き
農
業
経
営
を
行

っ
て
い
る
旨
の
証
明
」は
、相
続
税
納

税
猶
予
の
特
例
の
適
用
の
継
続
を
行

う
た
め
に
、三
年
に
一
度
、必
要
と
な

る
証
明
で
す（
税
務
署
よ
り
、三
年
に

一
度
、
文
書
に
て
通
知
が
あ
り
ま

す
。）。な
お
、納
税
猶
予
の
特
例
適
用

手
続
き
の
窓
口
は
、
国
税
庁
と
な
り

ま
す
。詳
し
く
は
、西
東
京
市
を
管
轄

す
る
東
村
山
税
務
署
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

②
生
産
緑
地
に
係
る
農
業
の
主
た
る
従

事
者
証
明

　
　
生
産
緑
地
法
第
10
条
の
規
定
に
よ

り
、
市
長
に
対
し
て
生
産
緑
地
の
買

取
り
申
し
出
を
行
う
場
合
に
必
要
と

な
る
証
明
で
す
。な
お
、買
取
り
申
し

出
手
続
き
の
窓
口
は
都
市
整
備
部
都

市
計
画
課
と
な
り
ま
す
。詳
し
く
は

都
市
計
画
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

農
業
委
員
会
で
取
り
扱
う

手
続
き
に
つ
い
て

農
業
体
験
農
園
に
関
す
る

補
助
に
つ
い
て

生
産
緑
地
法
の

一
部
改
正
案
に
つ
い
て

市
内
の
農
業
者
の
皆
さ
ま
に

ご
利
用
い
た
だ
け
る

補
助
事
業
に
つ
い
て



農
業
委
員
会
だ
よ
り
第
22
号
は

い
か
が
で
し
た
で
し
ょ
う
か
。委

員
改
選
後
初
め
て
の
メ
ン
バ
ー
で

の
編
集
と
な
り
、新
た
な
気
持
ち

で
お
届
け
い
た
し
ま
す
。ま
も
な

く
夏
が
や
っ
て
き
ま
す
。暑
い
中

で
の
作
業
が
増
え
る
か
と
思
い
ま

す
の
で
、ど
う
か
お
体
に
は
お
気

を
付
け
下
さ
い
。

ま
た
、今
回
よ
り
J
A
の
支
部
回

覧
に
て
配
布
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。ご
協
力
感
謝
い
た
し
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
、地
域
の
農
業
者

の
皆
さ
ま
に
役
立
つ
情
報
の
提
供

に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、引

き
続
き
ご
愛
読
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

編
集
委
員
一
同

－ ４ －

平
成
27
年
度
に
作
成
し
た
の
ぼ
り
旗

を
、
よ
り
目
立
ち
や
す
く
す
る
た
め
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
い
た
し
ま
し
た
！
自
宅
で

農
産
物
の
直
売
所
を
経
営
さ
れ
て
い
る

農
業
者
の
方
に
配
布
い
た
し
ま
す
。ご

希
望
の
方
は
、
保
谷
庁
舎
３
階
の
産
業

振
興
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

（
こ
の
の
ぼ
り
旗
は
、一
般
の
方
に
は

配
布
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く

だ
さ
い
。）

現
在
、市
で
は
、直
売
所
を
設
置
し
て

い
る
市
内
農
業
者
の
皆
様
の
情
報
を
市

H
P
に
掲
載
す
る
た
め
準
備
を
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、「
ぜ
ひ
う
ち
の
直
売

所
情
報
を
H
P
に
掲
載
し
て
ほ
し
い
！
」

と
い
う
方
が
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
し
た

ら
、
市
産
業
振
興

課
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

市
で
は
、今
年
度
よ
り
、農
業
者
の
方

に
ハ
ク
ビ
シ
ン
、
ア
ラ
イ
グ
マ
を
捕
獲

す
る
箱
わ
な
の
貸
出
し
を
開
始
し
ま
し

た
。費
用
は
無
料
で
、設
置
期
間
は
二
週

間
以
内
と
な
っ
て
お
り
、
捕
獲
後
の
回

収
も
行
い
ま
す
。詳
し
く
は
市
環
境
保

全
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

平
成
28
年
10
月
１
日
か
ら
、
生
鮮
食

品
や
加
工
品
等
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
（
容
器

包
装
）に「
み
か
ん
は
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
を
豊

富
に
含
む
果
物
で
す
！
」
と
い
っ
た
栄

養
成
分
を
明
示
し
て
販
売
す
る
際
は
、

食
品
表
示
基
準
に
沿
っ
た
栄
養
成
分
表

示
を
行
う
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。従
わ
な
い
場
合
に

は
、
食
品
表
示
法
違
反
と
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。ま
た
、加
工
食
品

の
表
示
に
も
注
意
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
、
西
東
京
市
を
管
轄
す
る

多
摩
小
平
保
健
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

（
T
E
L
０
４
２-

４
５
０-

３
１
１
１
）

現
在
、
農
業
委
員
会
で
取
り
扱
っ
て

い
る
手
続
き
に
つ
い
て
ご
案
内
い
た
し

ま
す
。

１
、農
地
法
に
関
す
る
各
種
手
続
き

①
農
地
法
第
３
条
の
３
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
届
出

　
　
「
相
続
」等
で
、
農
地
を
取
得
し
た

場
合
に
必
要
に
な
る
届
出
で
す
。

②
農
地
法
第
４
条
第
１
項
第
７
号
の
規

定
に
よ
る
届
出

　
　
農
地
の
所
有
者
が
、
自
身
で
所
有

を
し
た
ま
ま
農
地
転
用
を
行
う
場
合

に
必
要
に
な
る
届
出
で
す
。

③
農
地
法
第
５
条
第
１
項
第
６
号
の
規

定
に
よ
る
届
出

　
　
「
所
有
権
の
移
転
」等
を
伴
っ
た
農

地
転
用
を
行
う
場
合
に
必
要
に
な
る

届
出
で
す
。

◎
必
要
な
書
類
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

農
業
委
員
会
事
務
局
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
い
た
だ
く
か
、
市
の
Ｈ
Ｐ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

２
．相
続
税
の
納
税
猶
予
と
生
産
緑
地

に
関
す
る
各
種
手
続
き

農
業
委
員
会
で
発
行
す
る
書
類
が

「
添
付
書
類
」と
し
て
必
要
に
な
る
手
続

き
に
つ
い
て
、ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

①
相
続
税
の
納
税
猶
予
に
関
す
る
適
格

者
証
明
及
び
引
き
続
き
農
業
経
営
を

行
っ
て
い
る
旨
の
証
明

　
　
「
相
続
税
の
納
税
猶
予
に
関
す
る

適
格
者
証
明
」は
、農
地
等
を
相
続
又

は
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
方
が
、
相

続
税
の
納
税
猶
予
の
特
例
の
適
用
を

受
け
る
場
合
に
必
要
と
な
る
証
明
で

す
。

　
　
次
に
、「
引
き
続
き
農
業
経
営
を
行

っ
て
い
る
旨
の
証
明
」は
、相
続
税
納

税
猶
予
の
特
例
の
適
用
の
継
続
を
行

う
た
め
に
、三
年
に
一
度
、必
要
と
な

る
証
明
で
す（
税
務
署
よ
り
、三
年
に

一
度
、
文
書
に
て
通
知
が
あ
り
ま

す
。）。な
お
、納
税
猶
予
の
特
例
適
用

手
続
き
の
窓
口
は
、
国
税
庁
と
な
り

ま
す
。詳
し
く
は
、西
東
京
市
を
管
轄

す
る
東
村
山
税
務
署
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

②
生
産
緑
地
に
係
る
農
業
の
主
た
る
従

事
者
証
明

　
　
生
産
緑
地
法
第
10
条
の
規
定
に
よ

り
、
市
長
に
対
し
て
生
産
緑
地
の
買

取
り
申
し
出
を
行
う
場
合
に
必
要
と

な
る
証
明
で
す
。な
お
、買
取
り
申
し

出
手
続
き
の
窓
口
は
都
市
整
備
部
都

市
計
画
課
と
な
り
ま
す
。詳
し
く
は

都
市
計
画
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

新
し
い
の
ぼ
り
旗
に
つ
い
て

食
品
表
示
法
に
関
す
る

ご
注
意

ハ
ク
ビ
シ
ン
、ア
ラ
イ
グ
マ
の

捕
獲
器
の
貸
出
に
つ
い
て

編

集

後

記

直
売
所
情
報
の
市
H
P
へ
の

掲
載
に
つ
い
て

（
掲
載
希
望
の
農
業
者
募
集
）


